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第
６
期
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
介
護

が
必
要
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て

自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
制

度
で
す
。

　

み
な
さ
ん
が
納
め
る
介
護
保
険

料
は
、
国
や
自
治
体
の
負
担
金
な

ど
と
と
も
に
、
こ
の
制
度
を
健
全

に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源

と
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
の
納

付
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
な
ど

に
応
じ
て
、
4
月
か
ら
翌
年
3
月

ま
で
の
1
年
間
の
保
険
料
を
算
定

し
て
い
ま
す
。
7
月
中
旬
に
平
成

29
年
度
の
納
付
通
知
書
な
ど
を
、

被
保
険
者
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
人

　

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
兼

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
郵
送
し

ま
す
。

納
期　

年
金
受
給
月（
4
月
・
6

月
・
8
月
・
10
月
・
12
月
・
平

成
30
年
2
月
の
全
6
回
）

対
象　

つ
ぎ
の
要
件
す
べ
て
に
該

当
す
る
人

①
平
成
29
年
4
月
1
日
現
在
、
市

内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

②
老
齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年
金

ま
た
は
障
害
年
金
の
年
金
受
給

額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

※
65
歳
到
達
年
度
や
市
外
か
ら
幸

手
市
に
転
入
し
た
年
度
の
保
険

料
は
普
通
徴
収（
納
付
書
納
付
・

口
座
振
替
）と
な
り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収（
年
金
天
引
き
以
外
）

の
人

　

介
護
保
険
料
納
付
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
。

納
期　

7
月
か
ら
平
成
30
年
2
月

ま
で
の
毎
月（
全
8
回
）

納
付
方
法　

介
護
保
険
料
納
付
通

知
書
に
よ
り
、
最
寄
り
の
金
融

機
関
な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
納
付
の
際
に
納

付
通
知
書
は
切
り
取
ら
な
い
で

く
だ
さ
い
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は

納
付
で
き
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
利
用
し
て
い
る「
介
護
保

険
負
担
割
合
証
」（
緑
色
）の
有
効

期
限
は
、
7
月
末
ま
で
と
な
り
ま

平
成
29
年
度

介
護
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

平成 29 年度　所得段階別介護保険料

所得段階 対　　　　象 調整率
年額保険料
（基準額×

調整率）

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税者
で老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非
課税者で課税年金収入と所得の合計金額が年
間 80 万円以下の人

0.45 25,300 円

第2段階
世帯全員が市民税非課税者で課税年金収入と
所得の合計金額が年間 80 万円を超え 120 万
円以下の人

0.75 42,300 円

第3段階 世帯全員が市民税非課税者で課税年金収入と
所得の合計金額が年間 120 万円を超える人 0.75 42,300 円

第4段階
世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税
非課税者で課税年金収入と所得の合計金額が
年間 80 万円以下の人

0.90 50,700 円

第5段階 世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税
非課税者で「第４段階」以外の人 1.00 56,400 円

（基準額）

第6段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が年間
120 万円未満の人 1.20 67,600 円

第7段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が年間
120 万円以上 190 万円未満の人 1.30 73,300 円

第8段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が年間
190 万円以上 290 万円未満の人 1.50 84,600 円

第9段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が年間
290 万円以上の人 1.70 95,800 円

※合計所得金額：「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」 
を差し引いた額をいいます。

※課税年金収入額：税法上課税対象の収入となる「公的年金等（国民年金、
厚生年金、共済年金など）」をいいます。なお、障害年金、遺族年金は 
非課税のため、これには含まれません。

す
。
8
月
か
ら
は
新
し
い
負
担
割

合
証（
桃
色
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
を
受

け
て
い
る
人
な
ど
に
、
利
用
者
の
負

担（
1
割
ま
た
は
2
割
）を
記
載
し
た

新
し
い
負
担
割
合
証
を
、
7
月
下
旬

に
特
定
記
録
郵
便
で
郵
送
し
ま
す
。

▼
つ
ぎ
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
場
合
は
2
割
負
担

①
65
歳
以
上
で
本
人
の
合
計
所
得

金
額
が
1
6
0
万
円
以
上
の
人

②
年
金
の
収
入
金
額
と
年
金
以

外
の
合
計
所
得
金
額
が
、
単

身
の
場
合
は
2
8
0
万
円
以
上

の
人
、
65
歳
以
上
の
人
が
2

人
以
上
い
る
世
帯
の
場
合
は

3
4
6
万
円
以
上
の
人

※
利
用
者
の
負
担
額
に
は
月
額

の
上
限
額
が
あ
る
た
め
、
実
際

の
負
担
は
自
己
負
担
が
2
割
に

な
っ
た
人
が
必
ず
し
も
2
倍
に

な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
介
護
保

険
負
担
割
合
証
」
同
封
の
ち
ら

し
を
参
照
、
ま
た
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問合せ　介護福祉課介護保険資格管理担当☎（42）8444・（43）5600

介護保険制度 （6）
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30
分
は
車
両
全
面
通
行
止
め
）

山だ

し車

曳ひ

き

ま

わ廻

し

と
き
　
7
月
15
日（
土
）
午
後
1

時
～
10
時
、
16
日（
日
）
午
前

10
時
～
午
後
10
時

▼
花
山（
全
町
曳
廻
し
）

と
き
　
7
月
16
日（
日
）
午
後
6

時
～
7
時
30
分（
予
定
）

▼
花
山（
駅
前
駆
け
上
が
り
）

　
天
神
町
・
助
町
・
久
喜
町
・

仲
町
・
東
町
・
荒
宿
・
北
町
の

7
台
の
山
車
が
幸
手
駅
前
を
勢

い
良
く
駆
け
上
が
り
ま
す
。

と
き
　
7
月
16
日（
日
）
午
後
6

時
40
分
ご
ろ

▼
手
打
ち
式

と
き
　
7
月
16
日（
日
）
午
後
8

時
30
分

と
こ
ろ

　
中
央
通
り
ロ
ー
ソ
ン

中
4
丁
目
店
駐
車
場
前

問
合
せ
　
幸
手
市
観
光
協
会
事
務

局（
商
工
観
光
課
内
）☎（
43
）1

1
1
1
内
線
5
9
3
・
（
43
）

1
1
2
3

デ
マ
ン
ド
交
通
へ
の
影
響

　
デ
マ
ン
ド
交
通
は
、
祭
り
の

開
催
に
伴
い
、
7
月
15
日（
土
）

午
後
4
時
か
ら
6
時
に
か
け
て

一
部
の
地
域
に
お
い
て
遅
延
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
市
民
協
働
課
☎（
43
）1

1
1
1
内
線
1
7
3
・
（
44
）

0
2
5
7

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
開
催

　
8
つ
の
ス
タ
ン
プ
を
集
め
た
人

に
は
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

各
町
の
ス
タ
ン
プ
台
は
、
左
図
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
　
7
月
15
日（
土
）・
16
日

（
日
）

台
紙
配
布
　
7
月
15
日（
土
）
午

後
4
時
～
9
時
、
16
日（
日
）

午
後
2
時
～
4
時

配
布
場
所
　
夏
祭
実
行
委
員
会
本

部（
埼
玉
り
そ
な
銀
行
駐
車
場
）

引
換
期
間
　
7
月
16
日（
日
）午
後

2
時
～
6
時

記
念
品
　
先
着
3
0
0
人（
予
定
）

交
通
規
制
に
ご
協
力
を

規
制
時
間
　
7
月
15
日（
土
）午
後

※
駅
前
へ
の
自
転
車
乗
入
れ
の
自
粛
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

大お

お

み

こ

し

と

ぎ

ょ

神

輿

渡

御

と
き
　
7
月
9
日（
日
）
午
後
3

時
～
9
時

と
こ
ろ
　
小
栗
家
具
店
前（
北
1
丁

目
）
～
中
央
通
り
～
駅
前
通
り

子

ど

も

神み

こ

し輿

連れ

ん

ご

う合

渡と

ぎ

ょ御

と
き
　
7
月
13
日（
木
）午
後
7
時

30
分
～
8
時
30
分

と
こ
ろ

　
荒
宿
交
差
点
～
中
1
丁

目
交
差
点（
午
後
7
時
～
8
時

７月  9 日（日）
  ～ 16 日（日）

4
時
～
10
時
、
16
日（
日
）午
後

2
時
～
10
時

※
全
面
通
行
止
め
・
通
行
規
制
の

範
囲
は
、
左
図
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

※
交
通
規
制
時
間
帯
以
外
で
も
、

山
車
の
運
行
に
伴
い
、
通
行
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
駐
車
場
の
ご
利
用
は
…

　
7
月
15
日（
土
）・
16
日（
日
）に

お
車
で
お
越
し
の
人
は
、市
役
所
、

商
工
会
館
ま
た
は
JA
埼
玉
み
ず
ほ

本
店
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
　
幸
手
市
観
光
協
会
事
務

局（
商
工
観
光
課
内
）☎（
43
）1
 

1
1
1
内
線
5
9
3
・
（
43
）

1
1
2
3

　今年も、300 年を超える歴史と伝統をもつ、幸手八坂の夏祭りの季節と
なりました。
　今回の當番町は、天神町振興会が務めさせていただきます。
　各町や関係各位のご協力をいただきながら、幸手八坂の夏祭りを熱く盛
り上げてまいります。
　市民の皆様におかれましては、伝統あるこのお祭りに足を運んでいただ
き、若衆の粋な姿を、是非ご覧くださいますようお願いいたします。

天神町振興会　若頭　折原 智幸

幸手八坂の
夏祭り


